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ロープウェイなどのウォーターフロント地区の公共交通アクセス強化の検討に関する決議 

 

福岡市ウォーターフロント地区アクセス強化研究会は，ウォーターフロント地区の公共交通

アクセス強化について，専門的な見地から意見や助言を行うことを目的として高島宗一郎市長

が設置したものであるが，高島市長は先の市長選挙において同研究会がいまだ調査・研究の途

上であるにもかかわらず，ロープウェイの導入を公約した。 

しかしながら，市民の中にはロープウェイ導入について賛成しない声も根強く，議会におい

ても慎重を求める意見や反対意見が出されており，市長の意向で一方的に進めることは許され

ない。 

よって，福岡市議会は，市長がウォーターフロント地区の公共交通アクセス強化を検討する

に当たっては慎重を期すよう要請する。 

以上，決議する。 

平成 年 月 日 

福 岡 市 議 会 

 

 


